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１．重点項目の取組み状況

Ⅱ．事業価値を
見極める融資
をはじめ中小
企業に適した
資金供給手法
の徹底

○担保・保証に過度に依存しない融資等への取組み
　・「目利き」能力の向上等を図るために、今期も全国信用金庫協会主催の「目
利き力養成講座」に2名派遣した。
　・金庫内ＰＣを利用した渉外支援「訪問経過管理システム」により定性情報の蓄
積を図っているが、こうした情報を加えた取引先の実態把握の強化を図り、顧客
支援・指導及び融資審査等に活用していく方針である。
　・担保・第三者保証不要の当金庫独自商品である、「企業活性化支援融資」(ネ
クスト)・「創業支援融資」(チャレンジ)・「農業振興資金」については、前年度に引
続き取扱いを継続した。
○人材の育成
  ・研修会、全信協主催「目利き力」2名、県協会「企業分析」2名が受講した。
　・通信講座、金融円滑化通信講座34名、中小企業診断士通信講座1名、指定
通信講座4名が受講した。
　・資格試験、ＦＰ技能検定2級に2名が合格した。
 　 以上のように、職員の専門的能力向上に努めた。

・日常の新規融資の取組み等においては、申込み先の実態把握（直近の業況分
析等）や定性情報等を加味した審査等が不十分なまま稟議申請となっている案件
等もあるため、その都度、指示・指導等を行なっていく方針である。
・外部研修等の受講等は今後も継続する予定であるが、日常の融資案件審査時
の指示・指導（ＯＪＴ）を強化し、職員の資質向上に向け、取組んでいく方針である。
・平成22年度は、経済情勢に対応する緊急支援融資等の取扱いが主となったた
め、当金庫独自商品の取扱いは低調な結果となった。今後も取組みを継続する
が、特に、「ネクスト」に重点を置いた推進策に取組む計画である。
　　企業活性化支援融資  ［ネクスト］　　　　 　 16 件 　　　30,900千円
　　創業支援融資　　　　   ［チャレンジ］　 　　　  2 件 　　　10,000千円
　　農業振興資金　　　　　　　　　　　　　　　 　　     7 件 　　　28,290千円

項　目 取組み内容(動機・経緯を含む)
23年3月までの取組み状況に対する評価

及び今後の課題(成果、効果を含む)

Ⅰ．ライフサイ
クルに応じた取
引先企業の支
援の一層の強
化

○経営改善支援活動
　・「経営改善支援実施要領」及び「同マニュアル」に基づき、支援方策の検討を
行い、昨年度よりの継続支援先15先に新たに3先追加し、18先に対して経営改
善支援活動を実施した。
　・経営改善支援管理台帳に基づき、半期毎に支援方策の検討を実施した。ま
た、経営改善計画のサポートを2社実施した。
○外部機関の活用
　・「中小企業再生支援協議会」を活用し、平成21年度よりの継続支援先2先に新
たに3先を加え、合計5先に対して支援を行なった。
　・「にいがた中小企業応援 センター」を活用した支援を2先実施した。

・景気低迷の影響等により、経営改善計画に大幅な乖離が発生したことから、「正
常先」から「要注意先」へ１先ランクダウンとなった。社会経済活動全体が低調であ
ることから、平成23年度の支援先15先のうち、計画との乖離が増大した先へは経
営改善計画の再策定を実施し、改善指導を強化していく方針である。
・「経営改善支援管理台帳」による管理を今後も継続し、経営改善計画の策定・サ
ポートについても積極的に行う方針である。
・今後も更に「中小企業再生支援協議会」等の外部機関 との連携を強化し、継続
的な支援活動を実施していく方針である。
・「金融円滑化マニュアル」に基づき、営業店・融資部との連携強化を図り、取引先
企業への経営改善支援強化を図っていく方針である。

Ⅲ．地域の情
報集積を活用
した持続可能
な地域経済へ
の貢献

○地域活性化につながる多様なサービスの提供
　平成21年度に実施した「利用者満足度アンケート調査」の結果を踏まえ、平成
22年度においてもお客様からの意見・要望等を踏まえ、利用者へのサービス向
上に向け取組んできた。

以下の対応等により、利用者のお役に立てるよう改善策を実施した。
・駐車場のスペースに関する要望が複数寄せられていることを踏まえ、諏訪町支
店では近隣で8台分を拡張した。南支店では花壇の撤去により4台分のスペースを
確保したほか、半田支店でも2台分増やす等利便性の向上を図った。
・身体のご不自由なお客様や高齢のお客様の利便性向上のために、諏訪町支店・
四谷支店・南支店において入口のスロープ設置を実施し、利用者にやさしい店舗
づくりに努めた。
・ATMによる通帳繰越については、平成23年1月に約55,000件の印影登録作業を
終了し、今後、ATM機器の入替に併せ、運用を開始する予定である。
・伝票記入時などに利用するカバン等の置き台をＡＴＭコーナー、カウンター等に
設置した。
・店舗の構造により短期的に対応できない事については、今後も店舗改装などに
併せて計画的に実施していく予定である。
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２．業績目標

目標 実績

自己資本比率 11.20% 11.16%

不良債権比率 7.75% 7.41%
不良債権削減のためオフバランスの実施により昨年度実績を0.59ポイント改善し、目標に対し0.34
ポイント上回った 。

項　　目
22年度

コ  メ  ン  ト

期間利益の計上による自己資本の増加及びリスクアセットの減少により、実績は前期比0.20ポイン
ト上昇したが、目標に対しては0.04ポイント下回った。

Ⅳ．金融仲介
機能強化によ
る地域経済と
中小零細企業
の支援

Ⅴ．法令等遵
守、顧客保護
等管理の徹底

○法令等遵守状況の充実強化
　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ臨店指導による法令等遵守態勢の検証・指導の充実強化及び「ｺﾝ
ﾌﾟﾗｲｱﾝｽ自主勉強会」等により法令等違反行為の未然防止の徹底を図った。
○内部規程・組織体制等の整備充実
　「賞罰規程」「利益相反管理方針」等、一連の規程を制定・改正することにより、
職場秩序の維持と職員への啓蒙に重点を置いた対応に努めた。
○「金融ＡＤＲ制度」への対応として、平成22年10月に「苦情等への対処規程」を
策定し態勢整備を図った。

・不祥事件等の発生は、金融機関としての信用失墜行為であることから、引続き、
地道に職員に対して未然防止策の徹底を繰返し図っていくことが重要であり、各
部店に対し臨店指導を行う。また、各部店で実施している「コンプライアンス自主勉
強会」に参加し、コンプライアンスの実施状況等のモニタリングとコンプライアンス
に関する重要事項について徹底・強化を図ることを継続する。
・「個人情報漏洩事案等取扱規程等」「利益相反管理規程等」の改正及び「苦情等
への対処規程」「当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」等の制
定を行なった。
・「金融ＡＤＲ制度」の浸透及び周知を図る。

○地域中小零細企業への支援強化
　厳しい経済情勢等を踏まえ、緊急保証制度の活用を図ったほか、昨年12月施
行の「金融円滑化法」の適切な対応に一層傾注し、取引先事業所の訪問頻度を
上げることにより実態把握及び顧客ニーズの確認に重点を置き、貸出条件の変
更等に積極的に取組んだ。
○住宅ローン借入者への支援強化
　住宅ローンの利用者に対しては、顧客訪問やダイレクトメール・新聞広告等で
繰返し案内を行い、返済条件の変更等に真摯に対応した。

・中小企業への支援等については、地域金融機関として「金融円滑化法」施行以
前から積極的に取組んできたところであるが、今後も、「金融円滑化基本方針」並
びに「同管理方針」に基づき、金融取引先中小企業のニーズに応えるとともに、待
ちの姿勢でなく訪問等による実態把握を積極的に行う方針である。
・また、「金融円滑化法」に伴って設置した「金融円滑化対応委員会」を有効に機能
させるとともに、法の趣旨の周知を図り、顧客からの相談には親身に対応すること
及び金融のプロとしてのコンサルタント業務の充実・強化を図る方針である。

平成22年度受付状況 　・中小企業者　254件　4,504百万円

                   　　　　　　・住宅資金　     22件    207百万円
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３．個別項目の進捗状況

21年度 22年度
１．地域密着型金融推進のための態勢整備

(1) 身の丈にあった収益管理やＩＴの活用等を含めた態勢整備、「選択と集中」の徹底

・収益管理態勢の充実
・ＩＴの戦略的活用

・ALMシステムによる収益管理の充
実
・店舗別収益管理の徹底
・インターネットバンキングの充実
・信用リスク管理システムの活用・充
実

・各種リスクに対するリスク量
の配賦とリスク量の把握・管理
を行う。
・店舗別に本部損益を配賦し
た収益管理の徹底を図る。

21年度取組みを継続す
る。

・ALMシステムを活用した収益
管理については、具体的な活
用を行うことができなかった。
・法人向けWEB-FBの操作性
を向上させる変更等を実施し
たことにより前年度から28先
増加し、個人向けWEBバンキ
ングは営業店による推進によ
り前年度から40先増加した。
・各リスクに適応した限度額の
配賦により、経営体力に応じ
たリスクテイクを図った。

・システム操作担当者の育成に
より、収益シミュレーション及び
店別収益管理を実施する方針
である。
・ホームページを利用したサー
ビスは、資料請求5件、相談・問
合せ3件の実績があった。
・リスク量の計測については、精
緻化に努めるとともに、変動す
るリスク要因分析及びストレス
テストの強化に努めた。

総務部
融資部
業務推進部
事務部
総合企画部

(2) 地域密着型金融の推進に関する基本的な方針を中期計画等に明示

・地域密着型金融の基本的方
針を中期計画等に明示

①中期計画等へ明示の具体的方策
として、ホームページへの掲載による
適時適切な情報開示　※1-(3)参照
②会議、研修等機会捉えた職員への
周知徹底

①中期計画「ACTIVE21」の見
直しを行った。
①「地域密着型金融推進計
画」を策定する。
①次年度「中期計画」策定へ
向けての検討を長期計画実行
委員会で行う。
②職員を対象とした説明会等
を実施し、効果的な浸透策を
図る。

①21年度取組みを継続
する。
②必要に応じ、「地域密
着型金融推進計画」の
検証を行う。

・次年度の「中期計画」策定に
向け「長期計画実行委員会」
で実効性ある施策の検討を行
い、「平成23年度～25年度」版
として「地域密着型金融の深
化と創立90周年に向けて」とす
る中期経営計画「ＡＣＴＩＶＥ21」
及び単年度事業計画の策定
を行い、全職員を対象とした説
明会を開催した。

・経営理念である「地域との共
生」の浸透を図るべく、地元金
融機関として、金融の円滑化と
利便性の向上に努め、中小企
業の健全な発展と地域住民の
生活向上に貢献するとともに、
「ＡＣＴＩＶＥ21」により、創立90年
を迎える平成25年度の指針を
示すことができた。

総合企画部

(3) 地域密着型金融に関する取り組みについての適切な情報開示

・地域密着型金融に関する取
り組みの適切な開示

・ディスクロージャー誌及びホーム
ページにて開示

・ディスクロージャー誌及び
ホームページに掲載し開示す
る。

21年度取組みを継続す
る。

・平成21～22年度における「地
域密着型金融推進計画」は、
21年5月にホームページで開
示を行うとともに、平成22年3
月までの進捗状況等は平成
22年7月にディスクロージャー
誌及びホームページに開示し
た。

・「地域密着型金融推進計画」
の進捗状況は、ディスクロー
ジャー誌やホームページ等で公
表しており、今後も継続して積
極的に開示していく方針であ
る。

総務部

(4) 利用者ニーズに対応できる十分な金融手法や各種事業の知識を持った人材の育成・活用＜参照：3-(1)＞

・人材の育成 ①業界団体等主催の研修会に参加
・中堅層を中心に積極的に派遣
②通信講座の受講
・指定3講座について、代理職以上の
職員は2講座を受講必須
③中小企業診断士及びFPの育成
・通信講座の受講奨励により、中小
企業診断士第1次試験の合格者を輩
出したうえで、中小企業大学校東京
校に派遣
・ＦＰ技能検定2級の資格取得を奨励
④各種勉強会の実施
・審査実務研修（具体的案件の事例
研修）
・融資基礎研修（入庫3年未満を対象）

①全国信用金庫協会主催の
「企業再生支援」「目利き力」
等の研修会に積極的に参加
する。
①新潟県信用金庫協会主催
の研修会に参加する。
②指定3講座の通信講座の受
講を奨励する。
③中小企業診断士の通信講
座の受講及びFP技能検定2級
の資格取得を奨励する。
④融資部職員が講師を務める
「審査実務研修」「融資基礎研
修」を開催する。

①全国信用金庫協会主
催の「企業再生支援」
「目利き力」等の研修会
に積極的に参加する。
①新潟県信用金庫協会
主催の研修会に参加す
る。
②指定3講座の通信講
座の受講を奨励する。
③中小企業診断士の通
信講座の受講及びFP技
能検定2級の資格取得を
奨励する。

①全国信用金庫協会主催「目
利き力」2名受講
①新潟県信用金庫協会主催
「企業分析講座」等2名受講
②指定通信講座4名受講
②金融円滑化通信講座34名
受講
③FP技能検定2級2名合格
③中小企業診断士通信講座1
名受講
④平成22年10月に係長以下
の渉外担当者を対象に「融
資・渉外勉強会」を開催（18名
参加）
④平成22年5月に「住宅ローン
勉強会」を開催（7名参加）

今後も、「地域密着型金融推進
計画」を着実に進展させるた
め、積極的に研修会参加、資格
取得を図り、良質な金融サービ
スの提供が可能となるよう職員
の資質の向上に努める。

総務部
融資部
業務推進部

取組項目 担当部署
実施スケジュール

具体的取組策
22年度の
進捗状況

進捗状況に対する
分析・評価・課題
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21年度 22年度
取組項目 担当部署

実施スケジュール
具体的取組策

22年度の
進捗状況

進捗状況に対する
分析・評価・課題

(5) 地公体、商工会議所、商工会、再生支援協議会、事業再生の外部専門家等との連携＜参照：3-(3)＞

・地公体、商工会議所、中小企
業再生支援協議会等との連携

・柏崎ローカル支援センター、柏崎
市、柏崎商工会議所との連携による
相談会への継続参画
・事案発生時には、中小企業再生支
援協議会及び地域力連携拠点事業
提携機関と連携し、その機能を積極
的に活用
・㈱タナベ経営との連携による「経営
塾21」会員向け経営相談会、勉強会
及び若手経営者を対象としたマン
ツーマン勉強会の実施

・柏崎商工会議所等主催の相
談会に融資相談窓口として参
画する。
・事案発生時には、中小企業
再生支援協議会及び地域力
連携拠点事業提携機関と連
携し、その機能を積極的に活
用する。
・「経営塾21」会員向け勉強
会・経営相談会を21年度も継
続実施する。
・職員と顧客とのマンツーマン
勉強会を継続実施する。

21年度取組みを継続す
る。
「経営塾21」勉強会は継
続せず、アンケート調査
の結果を踏まえ、顧客の
ニーズに即した講演会・
研修会等を開催する。

・柏崎商工会議所との連携事
案は特になかった。
・「にいがた中小企業応援セン
ター」を今期2先利用。
・「中小企業再生支援協議会」
を今期5先利用。

・柏崎商工会議所等主催の相
談会において融資相談はな
かった。
・「にいがた中小企業応援セン
ター」 とは事業再生に関する活
動を1先、創業支援に関する活
動を1先に対し実施した。また、
「中小企業再生支援協議会」と
は5先に対し、経営改善計画の
策定やバンクミーティングを通じ
た進捗管理等の支援活動を実
施し、今後も外部機関を積極的
に活用していく方針である。
・講演会後のアンケート調査結
果を踏まえて、今後ともニーズ
に合った講演会、研修会を継続
開催する予定である。

融資部
業務推進部

(6) 利用者からの評価を業務に適切に反映するための態勢整備

・利用者満足度アンケート調査
の実施

・利用者満足度アンケート調査の実
施
・改善策、対応策の検討・実施

･利用者満足度アンケート調査
を実施。アンケート調査結果を
踏まえ、業務改善に取り組ん
でいく。

21年度同様利用者への
サービス向上に向け継
続し取り組んでいく。

平成21年11月、来店客848
人、事業所262先を対象にアン
ケート調査を実施した結果に
基づく諸改善策等に積極的に
取り組んだ。

･引き続き、アンケート調査結果
や意見要望等を踏まえ、業務改
善及びサービス向上に取り組ん
でいく方針である。

業務推進部

２．地域密着型金融の具体的取組み
(1) ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

・取引先企業の支援の一層の
強化

①事業再生・経営改善支援活動の
実施
・経営改善支援実施要領及び同マ
ニュアルに基づき、支援方策を検
討･実施
②外部機関の一層の活用
・中小企業再生支援協議会の活用
・中小企業基盤整備機構の活用
・商工会議所との連携強化
③㈱タナベ経営との連携強化
・経営相談会の実施
・マンツーマン勉強会の実施

①前年度支援先に対する継
続的フォローを実施する。
①支援対象先の追加選定を
行い、支援方策を検討・実施
する。
②事案発生時には、中小企業
再生支援協議会と連携し、そ
の機能を積極的に活用する。
②中小企業基盤整備機構の
各種施策を必要に応じて活用
する。
③経営相談会、マンツーマン
勉強会を実施する。

21年度取組みを継続す
る。
「経営塾21」勉強会は継
続せず、アンケート調査
の結果を踏まえ、顧客の
ニーズに即した講演会・
研修会等を開催する。

①平成22年度 経営改善支援
先18先
②「にいがた中小企業応援セ
ンター」を今期2先利用。また、
「中小企業再生支援協議会」
を今期5先利用。
③初の試みとして支援団体合
同講演会を平成22年11月16
日に実施した。
信金中金地域・中小企業研究
所から講師を招聘し「環境変
化に挑む、中小企業の経営事
例」と題した講演会であり、職
員を含めて167名が参加した。

①金融円滑化マニュアルに基づ
き、営業店・融資部の連携強化
を図り、更なる取引先企業への
経営改善支援強化を図る。
②・「にいがた中小企業応援セ
ンター」 とは、事業再生及び創
業支援に関する活動を各1先に
対し実施した。また、「中小企業
再生支援協議会」とは、5先に対
し経営改善計画の策定やバン
クミーティングを通じた進捗管理
等の支援活動を実施し、今後も
外部機関を積極的に活用してい
く方針である。
③講演会後のアンケート調査結
果を踏まえて、今後ともニーズ
に合った講演会、研修会を継続
開催する予定である。

融資部
業務推進部

(2) 事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

・不動産担保・個人保証に過度
に依存しない、中小企業に適し
た資金供給手法の徹底

・創業支援融資「チャレンジ」の推進
・企業活性化支援融資「ネクスト」の
推進
・「農業振興資金」の推進

・左記、当庫独自商品の推進 21年度取組みを継続す
る。

・創業支援融資
　　　　　2件、 10,000千円
・企業活性化支援資金
　　　 16件、 30,900千円
・農業振興資金
　　　　7件、　28,290千円

・平成22年度は、経済情勢に対
応する緊急支援融資等の取扱
いが主となったため、当金庫独
自商品は左記のとおり低調な結
果となった。今後も、顧客のニー
ズに対応した融資商品の提供
に心がける方針である。

融資部

4 柏崎信用金庫



21年度 22年度
取組項目 担当部署

実施スケジュール
具体的取組策

22年度の
進捗状況

進捗状況に対する
分析・評価・課題

(3) 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

・地域活性化につながる多様
なサービスの提供

①利用者満足度アンケート調査の実
施による改善策・対応策の検討・実
施
②地公体・商工会議所等との連携強
化による具体的取組策の検討

①アンケート調査結果を踏ま
え、業務改善に取り組んでい
く。
②地公体・商工会議所等との
連携を強化し、具体的取組策
を実施する。

①21年度取組みを継続
する。
②地公体・商工会議所
等との連携を強化し、具
体的取組策を継続する。

①平成21年11月、来店客848
先、事業所262先を対象にアン
ケート調査を実施した。

・アンケート調査結果を踏まえ、
お客様に対するサービス向上に
向け取組んでいく。

業務推進部

(4) 金融仲介機能強化による地域経済と中小零細企業の支援

・地域中小零細企業及び住宅
ローン借入者への支援強化

①受注・売上の大幅な減少により、
今後業況の悪化する懸念先への適
切な助言と企業実態に応じた融資条
件の緩和等柔軟な対応による中小
零細企業の支援
②所得の減少による住宅資金借入
者への相談窓口及び当金庫ホーム
ページからのアクセスによる相談機
能の強化を図り、返済条件緩和等支
援に向けた取組み実施

①地域中小零細企業への継
続した実態把握による資金繰
り支援の促進。
②住宅資金借入者への相談
機能の充実により返済条件の
緩和等支援の促進。

①経済情勢、企業の資
金繰り状況を見た中、検
討する。
②住宅資金借入者の所
得動向・返済状況を見た
中、検討する。

中小零細企業及び住宅資金
借入者等へ返済条件緩和支
援等の相談窓口を設置し相談
機能の強化に向け取組んでい
る。

平成21年12月の「金融円滑化
法」施行を受け、中小企業者及
び住宅資金借入者への資金繰
りの円滑化に向け積極的に取
組んでいく。

融資部
業務推進部

(5) 中小企業者に対する金融コンサルタント業務の充実・強化

・借手に対する経営改善計画
の策定支援等のコンサルティ
ング機能の対応強化

・債務者の経営実態等を踏まえ、適
切な新規融資や貸付条件等の変
更、経営相談・経営指導及び経営改
善に関する支援強化
・顧客からの与信取引に係る問合
せ、相談及び苦情等への対応強化

21年12月「金融円滑化法」の
施行を受け「金融円滑化対応
委員会」を設置し、有効に機
能させるため、法の趣旨の周
知を図り、金融のコンサルタン
ト業務の充実・強化に向けた
業務を開始した。

21年度同様債務者への
資金繰り向上に向け継
続し取り組んでいく。

平成21年12月「金融円滑化
法」の施行を受け「金融円滑
化対応委員会」を設置し、金融
のコンサルタント業務の充実・
強化に向けた業務を開始し
た。

「金融円滑化法」の趣旨に基づ
き、中小企業者及び住宅ローン
借入者への資金繰りの円滑化
に向け積極的に取組んでいく。

融資部
業務推進部

３．協同組織金融機関の特性を活かした具体的取組み
(1) 目利き能力の向上、人材の育成＜参照：1-(4)＞

・人材の育成 ①業界団体等主催の研修会に参加
・中堅層を中心に積極的に派遣
②通信講座の受講
・指定3講座について、代理職以上の
職員は2講座を受講必須
③中小企業診断士及びFPの育成
・通信講座の受講奨励により、中小
企業診断士第1次試験の合格者を輩
出したうえで、中小企業大学校東京
校に派遣
・ＦＰ技能検定2級の資格取得を奨励
④各種勉強会の実施
・審査実務研修（具体的案件の事例
研修）
・融資基礎研修（入庫3年未満を対象）

①全国信用金庫協会主催の
「企業再生支援」「目利き力」
等の研修会に積極的に参加
する。
①新潟県信用金庫協会主催
の研修会に参加する。
②指定3講座の通信講座の受
講を奨励する。
③中小企業診断士の通信講
座の受講及びFP技能検定2級
の資格取得を奨励する。
④融資部職員が講師を務める
「審査実務研修」「融資基礎研
修」を開催する。

①全国信用金庫協会主
催の「企業再生支援」
「目利き力」等の研修会
に積極的に参加する。
①新潟県信用金庫協会
主催の研修会に参加す
る。
②指定3講座の通信講
座の受講を奨励する。
③中小企業診断士の通
信講座の受講及びFP技
能検定2級の資格取得を
奨励する。

①全国信用金庫協会主催「目
利き力」2名受講
①新潟県信用金庫協会主催
「企業分析講座」2名受講
②指定通信講座4名受講
②金融円滑化通信講座34名
受講
③FP技能検定2級2名合格
③中小企業診断士通信講座1
名受講
④平成22年10月14日及び10
月19日に係長以下の渉外担
当者を対象に「融資・渉外勉
強会」を開催（18名参加）
④平成22年5月に「住宅ローン
勉強会」を開催（7名参加）

今後も、「地域密着型金融推進
計画」を着実に進展させるた
め、積極的に研修会参加、資格
取得を図り、良質な金融サービ
スの提供が可能となるよう職員
の資質の向上に努める。
・中堅・若手職員による専門部
会のうち、「女性部会」の活動は
画期的で、他金庫等の注目を
集めた。平成23年度は「意見交
流活性化部会」ほかの他部会
へも好影響を与えるものと思わ
れ、モチベーションアップが当金
庫職員全体のレベルアップにつ
ながるよう配慮していく。

総務部
融資部
業務推進部

5 柏崎信用金庫



21年度 22年度
取組項目 担当部署

実施スケジュール
具体的取組策

22年度の
進捗状況

進捗状況に対する
分析・評価・課題

(2) 身近な情報提供・経営指導・相談

・情報提供・経営指導・相談態
勢の強化

・「経営塾21」会員向け勉強会・経営
相談会の実施
・職員と顧客とのマンツーマン勉強会
の実施

・「経営塾21」会員向け勉強
会・経営相談会を実施する。
・職員と顧客とのマンツーマン
勉強会を実施する。

「経営塾21」勉強会は継
続せず、アンケート調査
の結果を踏まえ、顧客の
ニーズに即した講演会・
研修会等を開催する。

・平成22年11月16日に信金中
金地域・中小企業研究所から
講師を招聘して「環境変化に
挑む、中小企業の経営事例」
と題した支援団体合同講演会
を実施した。(職員を含んで167
名の参加)

・講演会後のアンケート調査結
果を踏まえて、今後ともニーズ
に合った講演会、研修会を継続
開催する予定である。

業務推進部

(3) 商工会議所、商工会、再生支援協議会等との連携＜参照：1-(5)＞

・地公体、商工会議所、中小企
業再生支援協議会等との連携

・柏崎ローカル支援センター、柏崎
市、柏崎商工会議所との連携による
相談会への継続参画
・事案発生時には、中小企業再生支
援協議会及び地域力連携拠点事業
提携機関と連携し、その機能を積極
的に活用
・㈱タナベ経営との連携による「経営
塾21」会員向け経営相談会、勉強会
及び若手経営者を対象としたマン
ツーマン勉強会の実施

・柏崎商工会議所等主催の相
談会に融資相談窓口として参
画する。
・事案発生時には、中小企業
再生支援協議会及び地域力
連携拠点事業提携機関と連
携し、その機能を積極的に活
用する。
・「経営塾21」会員向け勉強
会・経営相談会を21年度も継
続実施する。
・職員と顧客とのマンツーマン
勉強会を継続実施する。

21年度取組みを継続す
る。
「経営塾21」勉強会は継
続せず、アンケート調査
の結果を踏まえ、顧客の
ニーズに即した講演会・
研修会等を開催する。

・特に対象事案無し
・「にいがた中小企業応援セン
ター」を今期2先利用。
・「中小企業再生支援協議会」
を今期5先利用。
・平成22年11月16日に信金中
金地域・中小企業研究所から
講師を招聘して「環境変化に
挑む、中小企業の経営事例」
と題した支援団体合同講演会
を実施した。(職員を含んで167
名の参加)

・事案発生時には、「中小企業
再生支援協議会」及び地域力
連携拠点事業提携機関と連携
し、その機能を積極的に活用し
対応していく。
・講演会後のアンケート結果を
踏まえて、今後ともニーズに
合った講演会、研修会を継続開
催する予定である。

融資部
業務推進部

(4) 顧客ニーズを踏まえた融資商品・目的別ローン等の提供

・不動産担保・個人保証に過度
に依存しない融資の提供
・多重債務者向け、子育て者
向け支援ローンの提供

・担保、第三者保証不要の融資商品
「ネクスト」「チャレンジ」「農業振興資
金」等の継続提供
・多重債務の一本化による返済金の
軽減を目的とした、多重債務者向け
「おまとめローン」の継続提供
・出産費用、教育資金等子育てに必
要な費用を応援する「子育て応援プ
ラン」を継続提供

・担保、第三者保証不要の融
資商品を継続的に提供する。
・多重債務者向け「おまとめ
ローン」を提供する。
・子育てに必要な資金を応援
する「子育て応援プラン」を提
供する。

21年度取組みを継続す
る。

・創業支援融資
　　　 　2件 、10,000千円
・企業活性化支援資金
　　　  16件 、30,900千円
・農業振興資金
　　　　　7件 、28,290千円
・おまとめローン
　　　　－ 件 、  　－ 千円
・子育て応援プラン
　　　　　2件 、  1,120千円

・前期比で企業活性化支援資金
の件数、農業振興資金の件数、
金額の増加があったものの他
資金は減少しており、全体とし
て低調に推移した。

融資部
業務推進部

(5) 予防策を中心とした多重債務者問題解決への一定の役割発揮

・国、地公体、学校等との連携
により啓蒙活動の実施

①多重債務者問題は、金融庁、県等
をはじめとする関係団体主催の諸会
議への協力による啓蒙活動等の実
施
②金庫独自の対応である、小学生に
よる一日本支店長の体験実施

①市町村に設置される多重債
務問題にかかる相談窓口等と
の連携を保って対応する。
②小学生に一日本支店長を
委嘱する。

①21年度取組みを継続
する。
②経済やお金の仕組み
への理解を深めるため
小学生を対象として一日
本支店長を委嘱する。

・「おまとめローン」の実績－
件。「らいふアシスト及びセカン
ドアシスト」の申込みは120件
116百万円の実績であった。
・小学生による体験学習「一日
本支店長」を22年8月17日・19
日、32名の参加により開催し
た。

・多重債務者向け「おまとめロー
ン」、「らいふアシスト」の取扱い
を継続的に行う予定である。
・今後も小学生による体験学習
を継続的に開催する予定であ
る。

総合企画部
融資部
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21年度 22年度
取組項目 担当部署

実施スケジュール
具体的取組策

22年度の
進捗状況

進捗状況に対する
分析・評価・課題

(6) 個人・小規模事業者の資金ニーズに対するきめ細やかな対応

・不動産担保・個人保証に過度
に依存しない融資の提供

・創業支援融資「チャレンジ」の推進
・企業活性化支援融資「ネクスト」の
推進
・「農業振興資金」の推進

・左記、当庫独自商品の推進
を図る。

21年度取組みを継続す
る。

・創業支援融資
　　　　　2件 、 10,000千円
・企業活性化支援資金
　　　　16件 、 30,900千円
・農業振興資金
　　　　　7件 、 28,290千円

・平成22年度は、経済情勢に対
応する緊急支援融資等の取扱
いが主となったため、当金庫独
自商品は左記のとおり低調な結
果となった。

融資部
業務推進部

(7) コミュニティ・ビジネスやＮＰＯへの支援・融資、地域社会への貢献・還元

・新潟県中越沖地震からの復
興支援
・地域中小企業への相談機能
の強化
・住宅ローン借入者への相談
機能の強化

・個人向け震災融資の継続提供
・地域中小零細企業への訪問、緊急
保証制度等活用した資金繰り支援
・当金庫住宅ローン借入者を対象と
した相談窓口の全店設置

・左記取組みを推進する。 ・個人向け震災融資は、
今後対応案件ガ無いこと
から21年度で終了とし
た。
・中小企業及び住宅ロー
ン借入者への相談機能・
支援態勢の強化を継続
する。

・22年度中小企業者に対する
円滑化受付状況
　受付　254件、4,504百万円
　実行　215件、3,319百万円
　取下げ 16件、  371百万円
　謝絶　    2件、   23百万円
　審査中  21件、 790百万円
・22年度中住宅資金借入者に
対する円滑化受付状況
　受付　22件、207百万円
　実行　15件、157百万円
　取下げ 4件、 33百万円
　審査中 3件、 16百万円

・謝絶については、受付後3ヶ月
経過したことによる見做し謝絶
であり、その後再申込により処
理されている。
・取下げ（中小企業15件、住宅
ローン4件）については、全て顧
客からの申出によるものであ
る。

融資部
業務推進部

(8) 総代会の機能向上等に向けた取組み

・総代懇談会の開催
・総代会制度の周知・理解の
促進
・会員からの意見の反映

・総代懇談会の開催（年2回）
・会員向け業務報告書及びディスク
ロージャー誌に総代会に関する事項
（総代会制度や決議事項等）の開示

・上半期、下半期に総代懇談
会を開催する。
・20年度ディスクロージャー誌
及び業務報告書に「総代会に
関する事項」を掲載する。

21年度取組みを継続す
る。

・総代懇談会については、平
成22年6月1日（58名出席）及
び11月9日（52名出席）に開
催。会員意見の収集を行い、
必要に応じ対応を図った。
・総代会に関する事項につい
ては、21年度ディスクロー
ジャー誌及び業務報告書に、
総代会制度・選考基準・手続
き・氏名等を掲載した。

・業務報告書や総代懇談会等
により、総代及び総代会の役割
等、総代会制度の周知を行って
おり、今後も継続的に同制度の
周知を図っていく方針である。

総務部

(9) 半期開示の充実に向けた取組み

・半期開示の積極的な開示 ・半期開示項目の見直しを実施
・半期開示資料レイアウトの全面見
直し

・21年9月期の半期開示を
ホームページ等で行う。

21年度取組みを継続す
る。

・21年度に半期開示項目につ
いて内容の見直しを行い、お
客様に分かりやすい誌面にす
べく対応を行ったが、22年度も
同内容にて「2010.09柏崎信用
金庫半期開示レポート」によ
り、積極的な情報開示を行っ
た。

・今後においても、お客様に分
かりやすい誌面作成を行い、積
極的に半期開示を行っていく方
針である。

総務部

(10) 信用リスク管理態勢の充実

・信用リスクの適正な把握
・適切な信用リスク管理の実施

・信用リスクの計量化実施
・与信ポートフォリオの管理徹底
・大口先・問題先債務者の管理強化

・左記取組みを継続する。 21年度取組みを継続す
る。

・信用リスクの計量化・与信
ポートフォリオ管理について
は、信金東京共同事務セン
ターのシステムを利用してお
り、四半期毎に報告している。
・大口先・問題先債務者の管
理については、「大口先・問題
先債務者管理基準」に基づき
半期に一度実施している。

・システムの有効活用を図るた
め、庫内勉強会等により理解度
を高め、活用の高度化を図る方
針である。
・大口先・問題先債務者につい
ては、基準を一部見直し、管理
の強化を図る方針である。

融資部
総合企画部
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21年度 22年度
取組項目 担当部署

実施スケジュール
具体的取組策

22年度の
進捗状況

進捗状況に対する
分析・評価・課題

(11) 市場リスク管理態勢の充実

・市場リスク管理態勢の充実・
強化

・相互けん制態勢の確保・強化
・統合リスク管理ALM委員会の充実

・リスク管理担当部署によるけ
ん制の強化・充実を図り、適切
なリスクテイクを行っていく。
・毎月1回、統合リスク管理
ALM委員会を開催し、市場動
向・金利情報やリスク量の確
認・検討・協議等を行う。

21年度取組みを継続す
る。

・各種研修会参加により、リス
ク管理態勢のレベルアップを
図るとともに、相互牽制体制を
機能させた業務運営に努め
た。
・統合リスク管理ALM委員会
の開催により、各種リスクの所
在等の確認を行うことにより、
経営陣のリスクに対する認識
の共有化を図った。

・今後も、各種研修会等に参加
し、リスク管理態勢の更なるレ
ベルアップを図っていく方針であ
る。
・今後も、統合リスク管理ALM委
員会の開催により、各種リスク
量等の確認及び経営陣のリスク
に対する共通認識を図っていく
方針である。

総務部
総合企画部

(12) 法令等遵守の徹底

・法令等遵守態勢の充実・強
化
・顧客保護管理態勢の充実・
強化

・コンプライアンス関係規程・マニュア
ル等の整備・充実
・マネー･ローンダリング、反社会的
勢力、法令等違反行為、リーガル
チェック等の態勢強化
・内部監査及びコンプライアンス臨店
指導による点検等の充実・強化
・苦情等の分析・還元及び重要案件
のフィードバックによる再発・未然防
止の徹底

・コンプライアンス関係規程・
マニュアル等の見直し改正に
よる整備を図る。
・内部監査及びコンプライアン
ス臨店指導による「マネー･
ローンダリング、反社会的勢
力、法令等違反行為、リーガ
ルチェック等」の徹底状況等を
検証・指導する。
・内部監査及びコンプライアン
ス臨店指導によるコンプライア
ンスの徹底状況等の検証・指
導及びフォローアップ検証を
充実・強化する。
・発生した苦情等の内容分析
等を月次でフィードバックする
とともに、コンプライアンス委
員会により再発・未然防止を
徹底する。

21年度取組みを継続す
る。

・コンプライアンス関係規程・マ
ニュアル等の整備のため、7つ
の規程・マニュアル等の制定・
改正等を行った。
・内部監査及びコンプライアン
ス臨店指導により、コンプライ
アンスにおける重要項目等の
周知徹底状況を検証・指導し
た。
・内部監査及びコンプライアン
ス臨店指導により、コンプライ
アンス関係事項等の周知徹底
状況とその後のフォローアップ
について検証・指導した。
・発生した苦情等の件数・内容
分析等を月次でフィードバック
するとともに、コンプライアンス
委員会で発生原因・内容・未
然防止策を周知徹底し、再発・
未然防止の強化を図った。
・「金融ＡＤＲ制度」への対応と
して、「苦情等への対処規程」
を平成22年10月1日に制定し
態勢の整備を図った。

・コンプライアンス関係規程・マ
ニュアル等については、法律等
の改正に伴う制定・改正を、今
後も積極的に実施していく予定
でいる。
・内部監査及びコンプライアンス
臨店指導によるコンプライアン
スの実施状況等の検証・指導
は、今後も積極的に取組んでい
く予定でいる。
・コンプライアンスの充実・強化
のため、重要事項等のフォロー
アップによる徹底強化を図ると
ともに、その検証・指導の充実
に取組む予定でいる。
・苦情等処理については、コン
プライアンスの重要事項として
対応し、今後も再発・未然防止
の強化を図る予定でいる。
・新たな「金融ＡＤＲ制度」の周
知浸透に努める。

コンプライア
ンス室
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